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はじめに

　2011年３月に起こった東日本大震災により大規
模な原発事故が発生した。これを契機にすべての
原発（59基）が稼働を停止した。その後、厳しい
安全基準（新規制基準）が制定され、これに適合
したものだけが順次再稼働が認められている。現
在（2020年２月）、再稼働した原発は９基である
が、７基が実稼働し、２基は定期点検で停止中、
24基の廃炉が決まっている。このように事故から
９年が経過した時点でも原発の再稼働は難しく、
まして新規に原発を建設することは極めて厳しい
状況にある。さらに、膨大な処理水（汚染水）の
貯留問題をはじめ、事故原発の廃炉や高レベル放
射性廃棄物の処分など、いまだに解決の見通しが
立っていない現状にある。
　一方、環境汚染や温室効果ガスの排出がほとん
どない、しかも国内で永久に確保できる太陽光や
風力などの自然エネルギーを含む再生可能エネル
ギー（以下、再エネと略す）による発電が脚光を
浴び、2012年７月に再エネ固定価格買取制度（FIT）
が始まり、急速に普及している。
　このような状況を踏まえて、前号（「環境施設」
第158号；2019.12）では、再エネの普及状況と最
新動向、太陽光発電等の末端部における過剰発電
を抑制する「出力抑制」及び高い価格での買取期
間の過ぎる「2019問題」について紹介した。
　さて、これまでに解説したように自然エネルギー
等の再エネで発電した電気を売電する場合は、FIT
制度によりその費用は電力会社ではなく、電気を
使用する家庭や事業者等が全員で負担する仕組み
である。これを「賦課金」というが、再エネによ
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る発電量が増えるにしたがって使用者の負担が限
りなく増加するのであろうか？　毎月、「再エネ促
進賦課金」として従来の電気使用量に応じた料金
に合算して電力会社に納付している。これでは電
力会社が大儲けになるのでは、との疑念が湧く。
　以下に賦課金の決定の仕組みと負担増が抑制さ
れる仕組みを解説します。

4．賦課金の仕組みと負担について１）

（１）賦課金の決定の仕組み
　これまでに述べたように、賦課金は大規模水力
発電（３万kW以上）を除く再エネで発電して売
電した電力に適用される。賦課金の特徴は次の通
りである。なお、中小規模発電（３万kW未満）
を含む。
　① 電気を使う全ての家庭、事業所等が負担する；
再エネで発電していない使用者も負担する

　② 負担額は電気の使用量に比例する；減免制度
等がある（最終欄に示す）

　③ 賦課金の単価は、全国一律の単価になるよう
に調整される；太陽光や風力発電の割合の低
いあるいは高い地域も同じ負担単価になる

　④ 賦課金は、電気事業者が電気を買い取る費用
であり、最終的には再エネで発電した家庭や
事業者に対して電気事業者から支払われる

　⑤ 賦課金の単価は、買取価格等を踏まえて年間
の導入量を推測し、毎年度、経済産業大臣が
決め、推測値と実績値の差分については、翌々
年度の再エネ賦課金単価で調整する

　⑥ 再エネの電気も他の電源で発電した電気も区
別なく使用者に供給される。つまり、再エネ
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分は発電事業者による発電量が軽減されるの
で、費用負担調整機関は、節約できた燃料費
分等を差し引いて発電事業者に支払う

　賦課金単価（１kWhあたりの負担金）の計算方
法を下記に、具体的に図８に示した。再エネ賦課
金単価は、毎年度、年度開始前に以下の計算式に
よって計算され、告示される。年度が始まる前に
当該年度の価格を決めるため、式の右辺の各項は
すべて見込みの費用、電力量を用いる。

　賦課金単価（円/kWh）＝（買取費用－
　　回避可能費用＋費用負担調整機関事務費）（円）
 ／販売電力量（kWh）

　① 買取費用；買取費用の見込みは、国の委員会
で別途決められた買取価格に、当該年度に見
込まれる買取量を乗じて算出する。

　② 回避可能費用；電力会社は、事業者や家庭か
ら再エネによる電力を買い取るが、その買取
量に相当する分は自ら発電する必要がなくな
る。燃料等が節約されるので、その分を回避
可能費用として賦課金から差し引かれる。

　③ 費用負担調整機関事務費；納付金の徴収及び

管理、交付金の交付等の業務に必要な事務費
であり、電気使用者が支払う賦課金を原資と
しているので賦課金に上乗せされる。

【2019年度の賦課金単価の計算事例２）】
　①の買取費用を踏まえて算定した結果、2019年
度の賦課金単価は、１kWhあたり2.95円と決定し
ている。目安として１ヵ月の電力使用量が260kWh
の需要家モデルの負担額を見ると年額9,204円、月
額767円となる。なお、この例では、2019年度の
賦課金単価は、2019年５月検針分の電気料金から
2020年４月検針分の電気料金に適用される。

（２）賦課金の取り扱いについて４）

　再エネ分の電気代は、図８で示した方法で算定
した「賦課金の単価」と月電力使用量を乗じて合
算して毎月電力会社に支払われる。賦課金はすべ
て電力会社に納入されるので会社の利益に見える。
しかもこの分の電力を会社は発電しなくても済む。
つまり、地域によって再エネ導入量が異なるので
再エネ分の金額は変わるはずであるが、月ごとの
電気使用量で支払額が決まっており、不合理であ
る。しかしながら、地域ごとの再エネ導入量に応

〈賦課金単価算定根拠〉

 賦課金単価 　2.95円/kWh＝

① 買取費用 ３兆5,833億円－② 回避可能費用等 １兆1,546億円+ 費用負担調整機関事務費 3.0億円
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

③ 販売電力量 8,237億kWh

（内訳）

2018年度に
おける想定

2019年度に
おける想定 主な要因

①買取費用 ３兆694億円 ３兆5,833億円 ・ 2019年度から新たに運転開始する再エネ発電設備

②回避可能費用等 　 6,971億円 １兆1,546億円 ・ 再エネ電気の買取量の増加
・ 燃料価格に連動する回避可能費用単価の上昇
・ 2017年度までに導入が見込みを下回ったことに伴
う剰余金の活用

③販売電気量 8,184億kWh 8,237億kWh ・ 前年の販売電力量実績から、2019年度の販売電力
量を前年と同程度と推計※

※減免費用のうち、賦課金負担となる分の電力量を控除

図８　2019年度の賦課金単価の計算事例
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じて事業者や家庭の負担金を増減させると複雑で、
かつ全国一律の単価が採用されているので、導入
量の多い地域に多く還元され、不公平になる。こ
の問題を解消するため、「費用負担調整機関」が設
置されている。
　賦課金の流れは、図９に示したように、納付さ
れた賦課金は電力会社がそれを再エネ発電事業者

に直接支払うのではなく、この費用負担調整機関
にいったん納付する。費用負担調整機関は、全国
から集められた納付金を使って、各電力会社の再
エネの買取費用の実績額から回避可能費用を差し
引いた金額を交付する。つまり、賦課金を回収す
るのが電力会社で、それを管理し、費用負担調整
機関が適切に分配するのである。

【参考；減免制度】資源エネルギー庁「賦課金の減免制度の概要」より抜粋３）

図９　賦課金の流れ４）
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が、個別の賦課金は、電気使用量の多い家庭ほど
高くなり、節電するほど安くなる。

（３）賦課金の推移と現状
　賦課金の単価は、再エネ発電分が既存発電設備
の燃料費等が節約できるので、これを回避可能費
用として計上し、買取費用総額から差し引いて再
エネ分を算定し、賦課金の単価が決められる。当
然、再エネ発電量が増えるにしたがって買取金額
が増えるので単価も上昇する。
　図11は、このように決定された賦課金単価と賦
課金の総額の年度ごとの推移を示した。再エネ発
電が急速に普及し、調達価格も上昇していること
が分かる。2017（平成29）年度の負担総額は約２
兆7,045億円であり、賦課金は約２兆1,400億円で
ある。その差額の約5,640億円が回避可能費用（燃
料費等）を意味する。なお、費用負担調整機関の
事務費が差し引かれているが、明細は分からなかっ
た。

　買取費用（円）＝（賦課金単価×販売電力量）
 ＋回避可能費用－費用負担調整機関事務費

　表５に賦課金単価、家庭における負担額及び賦
課金の総額の推移を数値で示した。賦課金とは電
気使用者の負担金であり、その上昇や総額の推移
を見ると少し不安になるくらい大きくなっている。
いったいどの程度まで負担が増えるのであろうか？
　なお、図11と表４では、賦課金の単価は同じだ
が、家庭の負担額が異なっている。図では、１世
帯の月電気使用量を260kWに、表では300kWに
想定して算出している。
　表４に示すように2019（平成31）年度には、電
気使用者が負担する賦課金の年額は２兆円を超え
ている。しかも、前々号（「環境施設」第157号；
p.53-54）で掲載したように、認定設備のうち運転
を開始した設備はまだ半分である。残りの設備が
速やかに設置され、運転を開始すると負担額は約
２倍の約５兆円に達することになる。買取価格は
設備認定時に固定されているので、設備費の低廉図10　電気使用量のお知らせ事例

【賦課金納付の事例】
　私が毎月支払っている電気代は、電力会社から
毎月発行される「電気ご使用量のお知らせ」に明
記されている。2018（平成30）年11月の事例を図
10に示す。年間電気使用量は約3,600kW（月平均
300kW）であるが、月ごとに609～1,824円/月で
大きく変動し、平均で月840円、年間10,080円で
あった。12月に餅つきイベント（20人）や８月に
10日以上の北海道旅行で不在になるので、電気使
用料はかなり変動する。明細の中段下に電気代の
ほかに「再エネ促進賦課金」として請求されてい
る。正式には「再生可能エネルギー発電促進賦課
金」という。全国の再エネ発電量に対応している



No. 159　2020. 3 51

図11　再エネの賦課金単価と買取・賦課金費用の総額の推移５）６）

表５　再エネ普及率と負担

年度 再エネ普及率（％） 賦課金等の総額
買取費用 賦課金

平成30年度（2018年度） 17.40 ３兆0,694億円 ２兆3,723億円
平成29年度（2017年度） 16.40 ２兆7,045億円 ２兆1,400億円
平成28年度（2016年度） 14.70 ２兆3,000億円 １兆8,000億円
平成27年度（2015年度） 13.80 １兆8,400億円 １兆3,200億円
平成26年度（2014年度） 12.10 9,000億円 6,500億円
平成25年度（2013年度） 10.7 7,800億円 3,300億円
普及率は、日本の全発電量に占める再エネの割合を示す
普及率には大規模水力を含む

表４　再エネ賦課金の推移

年度 賦課金の単価
（円/kWh）

標準家庭の負担額 賦課金等の総額
（円/月） （円/年） 買取費用 賦課金

平成31年度（2019年度） 2.95 885 10,620 ３兆6,000億円 ２兆4,000億円
平成30年度（2018年度） 2.90 870 10,440 ３兆694億円 ２兆3,723億円
平成29年度（2017年度） 2.64 792 9,504 ２兆7,045億円 ２兆1,400億円
平成28年度（2016年度） 2.25 675 8,100 ２兆3,000億円 １兆8,000億円
平成27年度（2015年度） 1.58 474 5,688 １兆8,400億円 １兆,3200億円
平成26年度（2014年度） 0.75 225 2,700 9,000億円 6,500億円
平成25年度（2013年度） 0.40 120 1,440 7,800億円 3,300億円
平成24年度（2012年度） 0.22 66 792 － －

＊標準家庭の電気使用量を世帯あたり300kW/月と設定
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化を期待して設置を遅らせることが大きな要因で
ある。「運転開始時の価格で買い取る」と決めてい
れば、このような事態は避けられてのではないか
とつくづく思う！

（４）再エネの普及率と負担増について
　再エネの普及が進むにしたがって発電量が増え
るので、この分は使用者が賦課金として別途納入
する。これが家庭や事業者などの電気使用者の負
担額である。この制度が始まった2012年７月から
の総発電量に占める再エネ発電の割合を表５に示
す。表より普及割合（％）と負担額の相関性を解
析し（図12）、近似式を求めると次式が得られる。
　なお、大規模水力発電（３万kW以上）は賦課
金対象でないことに留意する必要がある。

賦課金総額（兆円）＝0.32×（普及率％）－3.104
　　　　　　　　　　重相関係数（γ）；0.9812

　ところで、上記の相関式に当てはめて今後の普
及率を想定し、負担額を算出すると次のようにな
る。また、１家庭における月電気使用量を300kW
に設定し、2018（平成30）年度の再エネ発電の占
める割合が17.4％で、賦課金総額が約２兆3,700億
円、賦課金単価が2.90円/kWであったので、これ
を基準して普及率と家庭の年間負担額を算定する
と下記のようになる。

【再エネの普及割合と負担額】
•20％；約３兆3,000億円（１家庭12,000円/年）
•22％；約３兆9,400億円（１家庭13,200円/年）
•24％；約４兆5,800億円（１家庭14,400円/年）
•25％；約４兆9,000億円（１家庭15,000円/年）
•30%：約６兆5,000億円（１家庭18,000円/年）
•35%；約８兆1,000億円（１家庭21,000円/年）
　※ 下線は、2030年エネルギー基本計画で想定す
る再エネの割合；22～24（％）

　2013年に策定されたエネルギー基本計画では、
2030年の再エネによる発電割合を22～24％に設定
し、FIT買取費用を3.7～4.0兆円と想定している。
しかしながら、上記の手法による推算では、１～
２割程度高く算出されている。その理由は、2019
問題でも明らかなように、住宅用太陽光発電の買
取期間が10年間で終了し、買電価格より高く買い
取る期間が終了するためである。なお、買取期間
が終了しても太陽光発電は継続されているが、安
価に売電されている。
　FIT制度が始まって以来の再エネよる発電設備
の導入量の累計は毎年増加するので賦課金総額も
大きくなるが、買取期間が10年あるいは20年であ
る。今後は、この買取期間が順次終了するので、
発電量は増えたとしても賦課金の上昇はなく、む
しろ安価になることが予想される。再エネによる
発電が継続しても賦課金が発生しないのである。
2013年に環境省が独自に今後の再エネ賦課金の推

図12　再エネ発電量の総発電量に占める割合（％）
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移を推計した報告書によると、再エネ賦課金は2030
年をピークに値下がりに転じ、2048年頃にやっと
０円になると試算されている（図13）７）。

おわりに

　今回は、増額する賦課金の決定の仕組みや納付
事例、及び今後の動向等について解説を試みた。
　① 賦課金は、全国一律に同じ単価が用いられて
おり、電気使用量に対応して算出される。な
お、電気事業者が回収した電気料金は、費用
負担調整機関で、電力会社の燃料節約分及び
調整機関の事務費を加味して電力会社へ支払
われる。これが使用者の電力買取に回される。

　② 賦課金は、再エネ発電が普及するにしたがっ

て増額されるが、高い価格での買取期間は10
年あるいは20年であり、期間が過ぎると通常
の買取単価以下になる。したがって、再エネ
促進賦課金が限りなく上昇することにはなら
ない。環境庁試算では、2030年をピークに減
額し、2048年ころにはゼロになると試算され
ている。

　ところで、太陽光発電設備は永久に稼働するの
ではなく、劣化等により発電量が低下する、ある
いはトラブル発生や破損等も起こり、最終的には
廃棄せざるをえない。このような問題を把握して
関心の高い事項について解説を続けたい。次回は、
原発とトリチウム問題を取り上げたい。
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18日）
５）再生可能エネルギー政策の現状と課題；資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部長　高科　淳
６）再エネコストを考える；2017-09-14，資源エネルギー庁
７）2030年までの再生可能エネルギー電気の導入量に対する賦課金単価の分析結果；平成25年度 2050年再生可能
エネルギー等分散型エネルギー普及可能性検証検討報告書（本編第５章）；環境省

図13　2030年までの導入量に対する賦課金単価予測７）


